
平成30年11月26日発行：Vol.2

通報協力員 MAGAZINE通報協力員 MAGAZINE

12月末まで、不法投棄防止強化期間です！

不法投棄通報協力員の活動にご協力いただきまして、誠にありがとうございます。

今号は皆様に「不法投棄防止強化期間」「民有地の不法投棄対策」について
お知らせします。

不法投棄防止期間中、区では今年不法投棄の多かった地域を重点区域に定めています。
期間中は該当地域を中心に、区内全域で日中・夜間にパトロールを行っています！！

過去の不法投棄処理個数を見ると、１２月は１１月と比較して２０％以上も増加して
います。１２月の増加を防ぐために、不法投棄対策にご協力ください！！

パトロールを強化！

●パトロール重点区域

・鹿浜三丁目
・栗原三丁目
・新田三丁目
・花畑四丁目
・関原一丁目
・東伊興三丁目 など、区内１９区域

【不法投棄自転車】

・梅田四丁目
・島根四丁目
・花畑五丁目
・南花畑四丁目
・東伊興三丁目
・足立一丁目 など、区内２０区域

【道路】

重点区域周辺の見回りにご協力をお願いします！！

▲今年11件以上の不法投棄があった
6箇所を抽出しています。

▲今年4件以上の不法投棄があった
6箇所を抽出しています。
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次号の通報協力員MAGAZINE発行に向け、以下を募集しています。

・Vol.2の感想
・通報協力員の活動風景（買い物中・お散歩中・通勤中での様子、不法投棄の写真など）

・不法投棄防止シールの活用風景（写真、感想、ご近所の評判など）

・読みたい、知りたい、不法投棄に関する内容のリクエスト

ご意見・ご感想を、不法投棄110番までお寄せください！
※全てのご要望にお答えできない場合もございます。あらかじめご了承ください。

不法投棄１１０番（足立区生活環境保全課）不法投棄１１０番（足立区生活環境保全課）
TEL：３８８０－５３００（平日８：３０～１７：１５）

e-mail ：fuhoutouki.110@city.adachi.tokyo.jp 

今年の４月から個人所有の住宅・私道・空き地などへの不法投棄物の撤去を支援し
ています。区と土地の所有者などが協力し、不法投棄物の撤去と合わせて再発防止
策の取り組みを行います。10月末時点で13件の民有地対策に取り組みました。

再発防止と撤去の両
輪で二度と捨てられ
ない環境に！

ごみへの放火など火災などが心配でしたが、
撤去していただき安心しました。これを機
に、2度と捨てられないようフェンスを設置
する予定です。

空き地の土地所有者
Aさん

Before After

民有地の不法投棄物撤去を支援

●不法投棄処理個数（平成30年４月～10月）

【目標】
年間10,000個未満計6,141個

目標の達成が厳しい状況です！！
みなさまのご協力が必要です！！

おかげさまで、今年4月から9月の通報協力員による通報件数は84件と、月平均
14箇所がきれいになっています。引き続き、皆様のご協力をお願いします！！

あなたの活動で、足立区をもっときれいに！！
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